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廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

一

特
別
管
理
一
般
廃
棄
物
で
あ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
汚
泥
に
つ
い
て
、
廃
棄
物
焼
却
炉
で
あ
る
特
定
施
設
を
有
す

る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
に
す
る
こ
と
。
（
第
一
条
関
係
）

二

次
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
と
し
て
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
二
条
の
四
関
係
）

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
別
表
第
一
に
掲
げ
る
施
設
の
う
ち
、
製
鋼
用
電
気
炉
並
び
に
ア
ル
ミ
ニ

１
ウ
ム
合
金
製
造
用
の
焙
焼
炉
、
溶
解
炉
及
び
乾
燥
炉
に
お
い
て
生
じ
た
ば
い
じ
ん
及
び
当
該
ば
い
じ
ん
を
処
分
す
る
た

め
に
処
理
し
た
も
の
で
あ
っ
て
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
基
準
以
上
含
む
も
の

２

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
別
表
第
二
第
一
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
を
有
す
る
工
場

又
は
事
業
場
に
お
い
て
生
じ
た
汚
泥
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
及
び
こ
れ
ら
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も

の
で
あ
っ
て
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
基
準
以
上
含
む
も
の

３

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
別
表
第
一
の
第
七
十
一
号
の
五
に
掲
げ
る
施
設
に
お
い
て
生
じ
た
廃
油
（
廃
溶
剤
（
ジ
ク
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ロ
ロ
メ
タ
ン
に
限
る
。
）
に
限
る
。
）
及
び
当
該
廃
油
を
処
分
す
る
た
め
に
処
理
し
た
も
の
（
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
を
基

準
以
上
含
む
も
の
。
）

４

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
別
表
第
一
の
第
七
十
一
号
の
五
に
掲
げ
る
施
設
及
び
第
七
十
一
号
の
六
に
掲
げ
る
施
設
を

有
す
る
工
場
又
は
事
業
場
に
お
い
て
生
じ
た
汚
泥
、
廃
酸
又
は
廃
ア
ル
カ
リ
及
び
こ
れ
ら
の
廃
棄
物
を
処
分
す
る
た
め

に
処
理
し
た
も
の
で
あ
っ
て
ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
を
基
準
以
上
含
む
も
の

三

二
の
１
及
び
２
に
つ
い
て
埋
立
処
分
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
。
（
第
六
条
の
五
関
係
）

四

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
汚
泥
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
固
型
化
施
設
を
設
置
の
許
可
の
対
象
と
な
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設

に
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
七
条
関
係
）

五

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
こ
と
。

第
二

海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正

第
一
の
二
の
１
及
び
２
に
掲
げ
る
廃
棄
物
を
海
域
に
お
け
る
廃
棄
物
の
処
分
場
等
に
排
出
す
る
際
の
基
準
を
定
め
る
こ

と
。
（
第
五
条
関
係
）

第
三

下
水
道
法
施
行
令
の
一
部
改
正
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汚
泥
の
処
理
基
準
の
対
象
と
な
る
も
の
と
し
て
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
汚
泥
に

、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
を
含
む
汚
泥
を
追
加
す
る
こ
と
。
（
第
十
三
条
の
四
関
係
）

第
四

附
則
関
係

一

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

罰
則
に
関
し
所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
こ
と
。


